
   

 

                         重要事項説明書 

 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称  有限会社ペアレント 

主たる事務所の所在地 〒818-0025 福岡県筑紫野市大字筑紫28番地7 

代表者（職名・氏名）  代表取締役 森田 明洋 

設 立 年 月 日  平成11年10月8日 

電 話 番 号 092－555－3080 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称  ホームヘルプサービスペアレントかすが 

事 業 所 の 所 在 地 〒816‐０８３１ 福岡県春日市大谷１丁目10‐1 

管 理 者 氏 名  小田 まり 

電 話 番 号 092－５９１－５８００ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 092－5９１－５８１２ 

ホ ー ム ペ ー ジ U R L https://parent.co.jp/ 

事 業 所 番 号  4073１００５３１ 

事 業 の 種 類  訪問介護 

通常の事業の実施地域  春日市、大野城市、那珂川市、太宰府市、福岡市南区、博多区 

併 設 事 業 所  ケアコールセンターペアレント 

第三者評価の実施の有無 なし 

 

３．事業の目的および運営の方針 

事 業 の 目 的 
要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供す 

ることを目的とします。 

運 営 の 方 針 

① 利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護 

その他の生活全般にわたる援助を行います。 

② 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者と綿密な 

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

４．提供するサービスの内容 

  （1） 訪問介護計画の作成等 

① 利用者および家族の希望を踏まえ、居宅サービス計画書に沿った訪問介護計画を作成します。 

② 利用者の同意を得た上で訪問介護計画を交付します。 

③ 利用者および家族の状況に応じて、速やかに適切なサービスが提供できるように、介護支専門

員と連携を図り、状況に応じた訪問介護計画に変更します 



   

 

 

（2） 身体介護 

① 排泄介助（オムツ交換・トイレ誘導） 

② 食事介助（食事温め・配膳・下膳含む） 

③ 口腔ケア 

④ 清拭・入浴、身体整容 

⑤ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助 

⑥ 起床及び就寝介助 

⑦ 服薬介助 

⑧ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助 

 

（3） 生活援助 

① 掃除 

② 洗濯・シーツ交換 

③ 買い物 

④ 一般的な調理（本人分のみ）、配膳・下膳 

⑤ 衣類の整理・被服の補修 

※本人以外に係る日常生活の援助はできません。 

 

５．営業日及び営業時間等 

営 業 日 月曜日から土曜日 

休 業 日 日曜日、1月1日から1月3日 

営業時間 
午前9時から午後５時まで 

ただし、利用者の希望に応じて、サービスは24時間365日提供します。 

 

６．事業所の従業者の体制                                  

職種 員数 職務内容 

管 理 者 1人 

利用者本位のサービス提供を行うため、サービス提供時等

に生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業

務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基

準の規定を尊寿させるため必要な指揮命令を行います。 

サービス提供責任者 4人 

利用申し込みに関する調整、居宅介護計画の作成、訪問 

介護員への援助目標・内容に関する指示、訪問介護員の 

業務実施状況の把握・管理・研修・技術指導等を行います。 

訪問介護員 25人以上 

利用者の援助目標・援助内容等について、サービ提供責任 

者より情報伝達を受け、利用者がその有する能力に応じ自 

立した日常生活を営むことができるように援助を行います。 

 

７．利用料金等 

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりです。お支払いいただく「利用者負担金」は、

原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。ただし、

支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事

業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻し

を受けてください。 



   

 

 

（１）訪問介護の利用料 

【基本：訪問介護費】 

区

分 
所要時間 

訪問介護費（１回あたり） 

単位数 
基本利用料 

※(注１)参照 

利用者負担金 

(自己負担１割の場合)

 ※（注２）参照 

利用者負担金 

(自己負担２割の場合)

 ※（注２）参照 

利用者負

担金 

(自己負担３割の

 ※（注２）参

照 

身

体

介

護 

20分未満 １６3 １，７４４円 １７５円 ３４９円 ５２４円 

20分以上30分未満 ２44 ２，６１０円 ２６2円 ５２3円 ７８4円 

30分以上１時間未満 ３87 ４，１４０円 ４１5円 ８２9円 
１，２４3

円 

１時間以上1時間30分未満 567 ６，０６６円 ６０７円 １，２１４円 １，８２1円 

生

活

援

助 

20分以上45分未満 １79 １，９１５円 １９２円 ３８4円 ５７５円 

45分以上 ２２0 ２，３５４円 ２３６円 ４７１円 ７０７円 

身体介護に続く生活援助（所要時間

20分から起算して25分を増すごとに

加算し、195単位を限度とする） 

６5 ６９５円 ７０円 １40円 ２０９円 

 

【加算】  

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。     

加算等の種類 

加算額（１回あたり） 

単位数 
基本利用料 

※(注１)  

利用者負担金 

(自己負担１割の場合)

 ※（注２） 

利用者負担金 

(自己負担２割の場合)

 ※（注２） 

利用者負

担金 

(自己負担３割の

 ※（注２） 

緊急時訪問介護加算 １００ １，０７０円 １０７円 ２１４円 ３２１円 

初回加算 ２００ ２，１４０円 ２１４円 ４２８円 ６４２円 

早朝（午前６時～午前８時） 

夜間（午後６時～午後１０時） 
所定単位数の２５％ 

左記額の１割 左記額の２割 左記額3割 深夜（午後１０時～午前６時） 所定単位数の５０％ 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の22.4％ 

 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が定める金額（事業所所在地が５級地のため、 

単位数に 10.７０を乗じた額）であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も 

自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。 

 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担 

いただくこととなりますのでご留意ください。 



   

 

 

（注３）2 人対応の場合は、2 人分（×２）の利用者負担金になります。 

 

（２）利用の中止、変更 

利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。 

この場合には、利用予定日の前日（休業日を除く営業時間内）までに事業所に申し出てください。 

利用予定時間直前でのキャンセルの申し出や訪問時に利用者本人が不在だった場合は、訪問介護費に

おける基本利用料の 50％の額をキャンセル料としていただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変

など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。 

 

（３）支払い方法 

利用料金は、１か月ごとに計算し、請求いたします。以下のいずれかの方法でお支払い下さい。  

 現金支払(月毎に訪問日時を調整し、弊社従業者がご集金に伺います) 

 郵便振替（毎月、郵便局の振込用紙を送付させていただきます） 

 郵便局引落（毎月１５日に自動引落） 

 銀行等引落（毎月２７日に自動引落）（収納代行：明治安田ビジネスサービス株式会社） 

 

８．サービスの利用に当たっての留意事項 

サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、       

あらかじめご了承ください。 

① 医療行為及び医療補助行為 

② 利用者の家族に対するサービス提供 

③ 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

（利用者又は第三者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑤ 利用者もしくはその家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為 

 

９．秘密保持及び個人情報の保護 

①  事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、 

在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。 

②  事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が 

策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を 

遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

③  事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報については、 

その家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のための 

サービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその 

家族の個人情報を用いません。 

 

１０．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治

医及び家族等へ連絡、救急車の要請等、必要な措置を講じます。 

 

１１．事故発生時の対応 

 訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員  

及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を    



   

 

速やかに行います。 

 

 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保 険 会 社 名 

保 険 名 

保 障 の概 要 

株式会社 損害保険ジャパン 

賠償責任保険 ウォームハート 

訪問介護中における人身事故及び物損事故 

 

１２．苦情相談窓口 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 

（１）事業所の窓口 

事業所相談窓口 

電話番号  092－５９１－５８００ 

受付時間 午前9時から午後５時まで 

責任者名 森田 明洋   担当者名 小田 まり 

 

（２）その他苦情申立の窓口 

苦情受付機関 

□春日市役所 高齢課 

春日市原町３丁目１-５ 

受付時間（平日8：30～17：00） 

電話 ０９２－５８４－１１１１ 

ＦＡＸ ０９２－５８４－３０９０ 

□大野城市役所 すこやか福祉部 介護支援課 

大野城市曙町２丁目2-1 

受付時間（平日8：30～17：00） 

電話 092－５８０－１８６０ 

ＦＡＸ ０９２－５７３－８０８３ 

□那珂川市役所 高齢者支援課 

那珂川市西隈１丁目１番１号 

受付時間（平日8：30～17：00） 

電話 092－９５３－２２１１ 

ＦＡＸ 092－９５３－０６８８ 

□太宰府市役所 介護保険課 

太宰府市観世音寺１丁目１番１号 

受付時間（平日8：30～17：００） 

電話 ０９２－９２１－２１２１ 

ＦＡＸ ０９２－９２５－０２９４ 

□福岡市南区役所 福祉・介護保険課 

福岡市南区塩原３丁目25‐３ 

受付時間（平日８：４５～１７：１５） 

電話 ０９２－５５９－５１２７ 

ＦＡＸ ０９２－５１２－８８１１ 

□福岡市博多区役所 福祉・介護保険課 

福岡市博多区博多駅前２丁目８番１号 

受付時間（平日８：４５～１７：１５） 

電話 ０９２－４１９－１０７８ 

ＦＡＸ ０９２－４４１－１４５５ 

□福岡県筑紫保健福祉環境事務所 

大野城市白木原３丁目５番２５号筑紫総合庁舎 

受付時間（平日8：30～17：00） 

電話 092－513－５610 

ＦＡＸ 092－513－5598 

□国民健康保険団体連合会 

春日市原町3-1-7 クローバープラザ東棟４階 

受付時間（平日9：00～17：00） 

電話 092－642－7859 

ＦＡＸ ０９２－５８４－３790 

他県および他市町村の場合   

 

13.虐待防止および身体拘束等の適正化に係る取り組み 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。 

一 事業所における虐待の防止のための対策（身体拘束等の適正化を含む）を検討する委員会を 

定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

二 事業所における虐待の防止のために指針（身体拘束等の適正化を含む）を整備します。 

三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修・訓練（身体拘束等



   

 

の適正化を含む）を定期的（年２回以上）に実施します。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

（虐待防止責任者：酒井 大輔  虐待防止担当者：小田 まり） 

五 事業所は、虐待についての通報をしたことを理由として、従業者等を解雇その他不利益な取り扱

いを行いません。 

 

１4．感染症の発生およびまん延防止等に関する取り組み 

 事業所は、感染症および食中毒の発生、およびまん延防止のため、次の各号に掲げる措置を講じるも

のとします。 

一 事業所における感染症対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

二 事業所における平常時の感染防止の対策、および感染症発生時の対策に取り組むための指針を

整備します。 

三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、感染症対策のための研修・訓練を定期的 

（年2回以上）に実施します。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

（感染防止責任者：藤原 博美  感染防止担当者：小田 まり） 

 

１5．業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施に関する取り組み  

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。 

一 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定します。 

二 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、業務継続計画のための研修・訓練を定期的（年2

回以上）に実施します。また、業務継続計画は定期的に見直します。 

 

１６ ハラスメントについて 

事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪影響を与えます。 

下記の様な行為があった場合、状況によっては介護サービスの提供を停止させて頂く場合があります。 

（１）性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為 

（２）特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力 

（３）叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力 

（４）長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等、その他行為 

 

１７．サービスの終了 

 次の場合にサービスは終了となります。 

（１）利用者の都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の7日前までに文書で申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が3日以内の通知で

もこの契約を解約することができます。 

（２）事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。 

その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。 

（３）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・利用者が介護保険施設へ入所した場合 



   

 

・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合 

・利用者が死亡した場合 


